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男19，994人（＋38）

女20，662人（÷76）

計⑳，656人（÷114）

　世箒総数
8．393世帯（＋19）

幽
竃
激
陰
5
3
じ
黛
7
賃
缶
、
三

欝
羅
懇

組総嵐係（緊灘鋼

毎月108発行

羅熊野灘難i
　宮崎県　　　発行人
日向市役所藤井満義

NO　62

　
今
月
の
納
税
は

今
月
の
三
十
日
は
市
民
税
の
第
一
期

と
、
保
険
税
第
三
期
の
納
期
限
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

ま
だ
納
め
て
お
ら
れ
（
〃
－
い
方
は
早
目
に

市
役
所
の
市
金
庫
の
方
に
納
め
て
く
だ

き
い
．

職

○
…
…
…
と
じ
て
ご
保
存
下
さ
い
…
…
…
○

三
地
区
で
市
政
懇
談
会

，

先
月
一
ば
い
の
う
ち
に
、
堀
一
方
、
石
並
、
旭
通
り
の
三
区
で
市
政
懇
談
会
が

開
か
れ
ま
し
た
。
各
区
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
区
と
し
て
の
悩
み
や
、
市
民
と
し
て

の
市
政
に
対
す
る
疑
閤
点
を
引
》
、
、
出
し
て
、
そ
う
い
っ
た
問
題
を
ど
う
解
決
し

て
行
く
か
。
市
の
そ
れ
ら
に
対
す
る
考
え
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
…
…
な

ど
を
、
み
ん
な
が
選
ん
だ
市
長
を
囲
ん
で
熱
心
に
、
し
か
も
な
ご
や
か
に
話
し

合
い
ま
し
た
。

次
に
、
こ
れ
ら
三
区
の
主
な
問
題
を
ま
と
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
よ
う
、

　
伊
勢
ケ
浜
に
サ
ル
を

〔
堀
一
方
区
一
5
月
9
日
〕

▽
伊
勢
ケ
浜
公
園
ま
で
パ
ス
を
通
し
て

ま
し
、
。

ド
ロ
　
　
　
し

　
宮
門
の
営
業
上
の
問
題
で
す
か
ら
。

　
市
と
し
て
も
要
望
す
る
よ
う
に
し
た

　
い
と
思
い
ま
す
。

▽
小
さ
な
車
で
、
市
営
で
や
っ
て
も
ら

え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
ま
の
と
こ
ろ
、
む
ず
か
し
い
問
題

　
だ
が
、
研
究
し
て
み
ま
し
よ
う
。

▽
公
園
に
サ
ル
を
飼
っ
た
ら
人
も
あ
つ

ま
る
と
思
う
が
ハ
響

　
生
き
物
だ
か
ら
、
飼
育
管
理
を
よ
く

　
検
討
し
て
か
ら
で
な
い
と
簡
単
に
や

　
れ
な
い
。
高
然
由
の
増
殖
し
た
サ
ル

　
は
、
ま
だ
各
市
に
わ
け
る
ほ
ど
多
く

　
　
婁
｝
《
～
．
、
’
…
一

’

回
覧
文
書
が

　
　
　
よ
く
わ
か
ら
な
い

〔
美
々
津
石
崖
区
h
5
月
2
6
日

▽
偶
人
と
、
納
税
貯
蓄
組
合
で

納
期
前
に
完
納
し
た
場
合
の
報

償
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
．

　
偶
入
に
は
立
て
ま
え
な
の
で

　
報
償
金
は
熟
ま
せ
ん
，
た
だ

　
し
、
一
筆
分
を
前
納
き
れ
た

　
人
に
は
差
し
あ
げ
る
こ
と
に

　
な
っ
て
い
ま
す
、
、
コ
．
十
四
年

　
度
に
は
二
百
三
十
二
人
に
差

　
し
あ
げ
ま
し
た
。
組
合
の
場

　
合
で
す
・
こ
納
期
前
完
納
の
場

　
合
百
分
の
二
．
一
を
報
償
金
と
し

　
ザ
㌔
尊
．
ン
し
上
唇
日
出
へ
距
，
、
　
た
パ
」
援

　
償
へ
華
こ
い
う
の
は
妥
当
で
は

　
な
い
よ
う
で
す
、
、
こ
れ
は
納

　
税
組
合
還
営
の
事
務
補
助
金

　
と
し
て
ご
理
解
い
た
だ
き
た

　
い
と
思
い
ま
す
．
，

▽
納
税
組
合
結
成
に
へ
数
の
剖

限
は
な
い
の
か

い
な
い
そ
う
で
す
。

▽
二
人
戦
死
の
遺
家
族
に
は
、
一
人
戦

死
の
遺
家
族
よ
り
扶
助
料
を
多
く
出
す

と
い
う
よ
う
な
方
法
は
な
い
の
か
。

　
現
在
の
き
ま
り
で
は
、
戦
死
者
二
人

　
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
ま

　
す
が
、
二
人
の
分
は
認
め
ら
れ
な
い

　
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
，

▽
市
営
の
野
菜
市
場
を
作
っ
て
ほ
し
い

　
そ
の
考
え
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

▽
農
業
技
術
員
を
増
員
し
て
、
各
区
で

講
習
会
な
ど
を
開
き
、
指
導
さ
せ
る
よ

う
に
し
て
ほ
し
い
。

　
農
業
技
術
員
は
増
員
し
た
い
と
考
え

　
て
い
ま
す
。
近
い
う
ち
に
、
畜
産
、

　
園
芸
の
技
術
員
を
採
用
し
て
、
農
業

　
の
技
術
指
導
に
当
ら
せ
た
い
と
思
つ

　
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一

　
何
人
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
運
営

　
の
し
や
す
い
人
数
で
作
っ
て
く
だ
さ

　
い
。

▽
ガ
リ
版
刷
り
の
プ
リ
ン
ト
が
回
覧
さ

れ
る
が
、
印
刷
が
悪
い
た
め
に
読
み
と

れ
ぬ
こ
と
が
あ
る
、
．

　
広
報
紙
を
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ

　
う
で
あ
れ
ば
、
現
在
一
回
の
広
報
紙

　
を
二
回
に
し
、
そ
れ
に
同
覧
文
書
で

　
流
す
も
の
を
で
き
る
だ
け
載
せ
て
行

　
｝
・
・
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▽
市
と
日
向
日
日
新
聞
社
の
共
催
で
行

な
っ
た
美
々
津
海
岸
の
観
光
撮
影
大
会

に
、
市
の
職
員
が
一
人
も
来
て
い
な
か

っ
た
。
聞
け
ば
あ
の
日
、
延
岡
に
貸
切

パ
ス
で
遊
び
に
行
っ
た
そ
う
だ
。

　
職
員
た
ち
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
の

　
日
に
遠
遊
会
を
行
な
う
こ
と
を
き
め

　
て
い
た
の
で
す
。
仕
事
も
都
合
を
つ

　
け
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
し
、
楽
し

　
み
に
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
…
。
．

▽
市
の
職
員
採
用
は
現
在
や
つ
て
い
る

の
か
。
や
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
方
法
で
か
。
　
　
　
　
．

　
現
在
再
建
団
体
と
い
う
枠
内
で
お
さ

　
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
職
員
採
用

　
は
し
て
い
ま
せ
ん
．
．
待
別
な
技
術
者

覧

　
の
み
採
用
し
て
い
ま
す
。
た
だ
採
用

　
す
る
時
は
｝
定
の
試
験
を
し
、
そ
の

　
成
績
に
よ
っ
て
人
事
資
問
委
員
会
で

　
採
否
を
き
め
ま
す
。
椿
実
人
事
は
決

　
し
て
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
火
葬
場
の
整
備
を
は
や
く

〔
旭
通
り
区
琵
5
月
3
0
日
〕

▽
下
水
溝
の
水
の
溜
っ
た
も
の
を
道
路

に
ま
い
て
い
る
。
取
り
し
ま
り
は
で
き

な
い
も
の
か
。

　
道
路
に
ま
く
の
は
、
溜
っ
て
い
る
よ

　
り
衛
生
的
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
り

　
ま
す
。
ま
く
こ
と
は
、
市
民
お
互
い

　
の
良
心
に
訴
え
て
、
そ
の
自
覚
を
う

　
な
が
す
以
外
に
手
は
な
い
と
思
い
ま

　
す
。

▽
ド
ブ
さ
ら
え
を
や
っ
て
、
汚
物
を
道

端
に
上
げ
て
お
く
の
だ
が
、
市
か
ら
取

り
に
来
な
い
。

　
ド
ブ
を
上
げ
る
時
は
衛
生
課
に
連
絡

　
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ト
ラ
ッ
ク

　
を
ま
わ
す
よ
う
手
配
い
た
し
ま
す
。

▽
火
葬
場
の
破
損
が
目
立
つ
。
改
築
修

理
の
橿
…
想
は
な
い
か
。

　
今
年
度
中
に
は
改
築
し
た
い
と
考
え

　
て
い
ま
す
。
構
想
と
し
て
は
、
現
在

　
の
薪
炭
炉
を
重
油
炉
に
切
り
代
え
た

　
い
と
思
い
ま
す
。
重
油
炉
に
す
る
と

　
二
〇
詩
か
、
二
五
認
の
重
油
で
約
五

　
十
分
間
あ
れ
ば
死
体
処
理
が
で
き
る

　
よ
う
で
す
。
ほ
か
に
待
合
所
、
事
務

　
所
、
祭
場
、
管
理
人
住
宅
、
納
骨
堂

　
な
ど
を
整
備
す
る
つ
も
り
で
す
。

▽
日
向
市
の
市
名
と
、
市
の
玄
関
口
で

あ
る
富
高
駅
の
名
称
が
違
う
の
で
勝
手

が
悪
い
。

　
市
議
会
に
近
く
相
談
し
て
み
た
い
と

　
思
い
ま
す
。
す
で
に
下
相
談
は
で
き

　
て
い
る
の
で
す
が
、
案
と
し
て
出
た

　
「
日
向
駅
」
と
い
う
の
は
千
葉
県
に

　
あ
り
ま
す
。
　
「
日
向
駅
」
と
つ
け
ら

　
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
運
輸
省
で

　
は
他
に
方
法
は
な
い
か
と
言
っ
て
い

　
ま
す
。
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官
公
庁
に
つ
と
め
て
い
る
人
や
会
社
に

つ
と
め
て
い
る
人
は
、
つ
と
め
て
い
る

間
に
掛
け
金
を
納
め
て
、
年
を
と
っ
た

り
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
で
働
け
な
い
よ
う

に
な
る
と
、
例
え
ば
恩
給
、
厚
生
年
金

保
険
、
船
員
保
険
な
ど
の
よ
う
な
お
金

が
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
農
業
を
し
て
い
る
人
や
、
自

分
で
商
業
を
営
ん
で
い
る
人
、
厚
生
年

金
保
険
、
船
員
保
険
に
入
れ
な
い
人
た

ち
に
は
こ
の
よ
う
へ
’
6
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

国
民
年
金
制
度
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち

に
、
恩
給
を
さ
し
あ
げ
る
目
的
で
作
ら

れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
国
民
年
金
に
は
毎
月

少
し
つ
つ
の
掛
金
（
保
険

料
）
を
一
定
の
期
間
納
め

て
も
ら
え
る
年
金
（
こ
れ

を
拠
出
制
年
金
と
い
い
ま

す
》

【
老
令
年
金
】

老
令
年
金
は
保
険
料
を
二
十
五
年
以
上

納
め
た
人
、
ま
た
は
保
険
料
を
十
年
以

上
納
め
た
人
で
、
貧
乏
や
病
気
な
ど
の

理
由
で
保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
よ
い

と
認
め
ら
れ
た
期
間
と
、
保
険
料
を
納

め
た
期
間
を
合
わ
せ
て
二
十
五
年
以
上

に
な
る
人
。

こ
れ
ら
の
人
が
六
十
五
才
に
な
っ
た
と

き
も
ら
え
ま
す
。

ま
た
こ
の
条
件
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
人

で
も
三
十
年
以
上
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば

老
令
福
祉
年
金
が
七
十
才
か
ら
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
母
子
年
金
】

母
子
年
金
は
妻
が
一
定
の
期
間
保
険
料

を
納
め
た
の
ら
、
一
家
の
働
き
手
で
あ

る
夫
と
死
別
し
、
十
八
才
ま
で
の
子
を

養
っ
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
額
は
保
険
料
を
納
め
た
期
閲
に
よ

っ
て
一
万
二
千
九
百
円
か
ら
二
三
五
千
，

八
百
円
、
そ
の
ほ
か
に
子
供
が
二
人
以

上
あ
る
と
き
は
第
二
子
以
下
の
子
供
｝

人
に
対
し
て
四
千
八
百
円
つ
つ
加
え
ら

れ
た
額
が
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
母
子
年
金
も
一
定
期
間
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
に
福

祉
年
金
か
一
万
二
千
円
と
第
二
子
以
下

の
子
一
入
に
つ
き
二
千
四
百
円
を
加
え

二、辛、・、監晶
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と
掛
け
金
を
決
め
ら
れ
た
期
間
納

め
ら
れ
な
か
っ
た
人
に
支
給
さ
れ
る
年

金
へ
こ
れ
を
福
祉
年
金
と
い
い
ま
す
）

が
あ
り
ま
す
。

　
拠
出
制
年
金
と
は

満
二
十
才
以
上
満
六
十
五
才
未
満
で
、

前
記
の
い
ろ
ん
な
恩
給
年
金
を
も
ら
え

な
い
人
は
か
な
ら
ず
国
民
年
金
の
被
保

険
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

恩
給
や
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
人
、
ま

た
は
こ
れ
か
ら
も
ら
え
る
人
、
あ
る
い

は
こ
の
人
達
の
妻
（
夫
）
や
学
生
は
本

人
の
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

以
上
の
人
は
昭
和
三
十
六
年
三
月
末
ま

で
に
市
役
所
に
届
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

被
保
険
者
は
保
険
料
を
昭
和
三
十
六
年

四
月
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
の
額
は
二
十
才
か
ら
三
十
四
才

ま
で
は
月
百
円
、
三
十
五
才
か
ら
五
十

九
才
ま
で
は
月
百
五
十
円
で
す
。

国
民
年
金
は
老
令
年
金
、
障
害
年
金
、

母
子
年
金
、
遺
児
年
金
、
寡
婦
年
金
の

五
種
類
で
す
。

も
ら
え
る
年
金
の
額
は
二
十
五
年
以
上

保
険
料
を
納
め
た
人
に
は
二
万
四
千

円
、
二
十
才
か
ら
五
十
九
才
ま
で
全
部

納
め
た
人
に
は
四
万
二
千
円
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
福
祉
年
金
は
だ
れ
で
も
一
万

二
千
円
と
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
障
害
年
金
】

次
に
障
害
年
金
は
、
一
定
期
間
保
険
料

を
納
め
た
人
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
働

け
な
く
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
働
く
こ

と
が
相
当
因
難
に
な
っ
た
と
き
そ
の
程

度
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

も
ら
え
る
年
金
は
保
険
料
を
納
め
た
期

間
に
よ
っ
て
二
万
四
千
円
か
ら
四
万
二

千
円
ま
で
で
す
が
、
働
く
こ
と
が
全
然

で
き
な
い
場
合
は
そ
の
額
に
六
千
円
を

加
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

一
定
の
期
間
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
人
で
以
上
の
よ
う
な
状

態
に
な
っ
た
と
き
は
一
万
八
千
円
に
な

っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
働
く

こ
と
が
全
然
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、

例
え
ば
両
手
、
両
足
を
失
っ
た
程
度
の

人
に
限
り
ま
す
。

た
額
が
支
給
き
れ
ま

す
。

【
遺
児
年
金
】

遺
尼
年
金
は
、
父
母

の
い
ず
れ
と
も
死
に

別
れ
た
十
八
才
末
吉
の
チ
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

年
金
の
額
は
父
ま
た
は
母
が
保
険
料
を

納
め
た
期
間
に
よ
っ
て
七
千
二
百
円
か

ら
一
万
五
百
円
、
子
供
か
二
人
以
上
の

と
き
は
第
二
子
以
下
の
子
一
人
に
つ
い

て
四
千
八
百
円
を
加
え
た
額
と
な
り
ま

す
。こ

の
年
金
と
次
の
寡
婦
年
金
は
福
祉
年

金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
寡
婚
年
金
】

寡
婦
年
金
は
婚
姻
関
係
が
十
年
以
上
た

っ
た
妻
が
老
令
年
金
を
受
け
ら
れ
る
期

間
の
保
険
料
を
納
め
て
い
る
夫
と
死
別

し
た
と
き
に
六
十
才
か
ら
六
十
五
才
ま

で
支
給
さ
れ
ま
す
。

そ
の
年
金
額
は
夫
が
受
け
る
こ
と
の
で

き
る
老
令
年
金
の
半
分
で
す
。

昨
年
の
十
一
月
か
ら
は
保
険
料
を
納
め

て
い
な
い
人
に
も
特
別
に
も
ら
え
る
年

金
へ
福
祉
年
金
）
が
も
う
す
で
に
始
ま

っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
の
は
昭
和
三
十
六
年

四
月
置
ら
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
何
年
か

経
た
な
け
れ
ば
前
に
述
べ
ま
し
た
拠
出

制
年
金
は
も
ら
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま

す
．
、福

祉
年
全
は
そ
れ
ま
で
の
つ
な
き
と
し

て
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
な
い
で
も
ら
え
る
禰
祉

年
金
は
老
令
、
母
子
、
障
宮
の
三
種
類

で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
国
民
年
金
の
あ
ら
ま
し
で
す
が

七
月
に
入
り
ま
す
と
、
昭
和
三
十
六
年

四
月
か
ら
始
め
ら
れ
る
槌
出
制
国
民
年

金
の
被
保
険
考
凋
査
華
壇
期
間
に
入
り

ま
す
．
．

拠
出
制
国
民
年
金
の
実
施
は
、
い
よ
い

よ
明
年
四
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
の
で
、

そ
の
主
旨
、
内
容
に
つ
い
て
は
今
か
ら

市
民
の
皆
さ
ま
に
充
分
知
っ
て
い
た
だ

㍉
．
、
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

今
月
中
に
所
得
届
を

◇
福
野
年
金
受
給
」
首
へ
◇

福
祉
年
金
（
老
令
、
母
子
、
障
害
）

を
受
け
て
い
る
人
は
六
月
一
日
か
ら

三
十
日
ま
で
の
間
に
所
得
状
況
届
を

市
役
所
に
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
し
こ
の
届
を
出
さ
な
い
と
き
は
、

六
月
か
ら
の
福
祉
年
金
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
必
ず
出
さ
れ
る
よ
う
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

用
紙
は
市
民
課
国
民
年
金
係
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
年
金
証
書
と

そ
れ
に
押
し
て
あ
る
印
鑑
を
持
っ
て

お
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
届
け
る
人
は
本
人
で
な
く
て
も

家
庭
の
所
得
状
況
が
わ
か
る
方
な
ら

ど
な
た
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

廼
鑑

　
　
蕊
奪
慧

笠
田

騨

飛騨

二
等
陸
士
（
七
千
五
百
名
）
海
土
（
二

百
名
）
空
士
（
千
名
）
を
募
集
し
て
お

り
ま
す
。
受
け
付
け
期
聞
か
七
月
十
一

日
ま
で
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
希
望

の
方
は
早
目
に
市
役
所
総
拐
課
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

志
願
票
、
そ
の
他
の
必
要
書
類
は
総
務

課
の
方
に
と
り
そ
ろ
え
て
あ
り
ま
す
。

　
▽
応
募
資
格

ω
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
現
在
で
、

　
満
十
八
才
以
上
の
者

＠
学
校
教
育
法
に
定
め
る
中
掌
校
卒
業

　
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
な
ど

　
で
す
。

な
お
く
わ
し
い
こ
と
は
市
役
所
の
総
畜

課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

職
業
補
導
委
託
生
募
集

県
下
で
十
一
名
の
身
体
障
害
者
職
業
補

導
委
託
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

か
ら
だ
の
不
自
由
な
方
で
何
か
職
業
を

お
ぼ
え
た
い
と
思
う
人
は
早
目
に
市
隔

祉
事
務
所
の
方
へ
申
し
で
て
く
だ
き

い
。
こ
れ
は
県
が
月
二
千
円
を
支
払
っ

て
、
事
業
主
に
身
体
障
害
者
の
職
業
補

導
を
委
託
す
る
も
の
で
す
。

亀

φ

／

O

●

細和35年6月：0日向日醸＝広、第3種郵便吻謬可‘3）量▼

健
康
家
庭
も
併
せ
て
表
彰

三
十
四
年
度
の
優
良
貯
蓄
納
税
組
合
表

彰
式
は
先
月
の
二
十
五
日
、
市
役
所
の

講
堂
で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
晴
れ

の
表
彰
を
受
け
た
の
は
次
の
方
々
で
す

▽
納
税
貯
蓄
組
合
長
の
部

蛭
子
清
八
（
上
町
二
）
竹
内
政
行
（
広

見
）
黒
木
肇
（
奥
野
）
高
橋
徳
蔵
へ
永

田
）
古
谷
富
三
郎
（
切
島
山
）
児
玉
金

一
郎
（
山
下
V
原
田
松
栄
（
上
町
二
）

湯
浅
芳
雄
（
曾
根
）
芹
沢
善
三
郎
へ
同

）
遠
藤
重
一
（
同
）
金
丸
伊
作
へ
亀
崎

中
）
吉
田
浩
太
（
笹
野
西
）
川
野
千
鶴

子
（
遠
見
）
甲
斐
誠
市
（
幸
脇
西
）
河

、　
、

へ

野
末
芳
へ
本
谷
）
福
田
正
行
（
幸
川
東

）
森
栄
逸
へ
草
場
）
目
星
光
義
（
海
瀬

）
芝
崎
要
（
本
町
）
鈴
木
良
逸
（
中
原

）
本
宮
政
治
（
江
良
）
野
並
武
彦
（
川

手
）
矢
北
清
（
中
村
）
安
藤
福
一
（
高

々
谷
）
松
葉
忠
義
（
本
宮
）
黒
木
ミ
チ

ノ
へ
諸
鐙
）

▽
納
親
指
導
者
の
部

長
曾
我
部
武
（
西
川
内
）
黒
木
今
朝
吉

（
奥
野
）
黒
木
兼
蔵
（
庄
手
）
綾
部
末

吉
へ
亀
目
北
）
三
輪
弘
（
地
蔵
）
三
輪

馨
へ
八
坂
）
毒
口
釈
嘉
蔵
（
余
瀬
）
黒

木
正
美
（
田
の
原
）
橋
口
貫
之
へ
宮
の

下
）
相
馬
捨
蔵
（
美
々
津

上
町
ご

▽
完
納
部
落
の
部

籾
木
区
、
美
々
津
上
町
二

（
保
険
税
の
み
）
幸
脇
中

（
同
）
高
松
一
（
同
）

▽
優
良
納
税
者
の
三

橋
本
保
（
上
町
ご
赤
木

治
兵
衛
（
切
島
山
）
橋
ロ

ア
グ
リ
（
上
町
ご
長
友

栄
太
郎
（
山
下
）
田
中
義

高
（
下
原
町
）
中
村
鶴
一

（
梶
木
）
石
崎
市
松
（
亀

崎
中
）
山
下
奈
良
一
（
伊

勢
）
小
西
今
朝
市
（
高
々

谷
）
甲
斐
毅
（
金
ケ
浜
）

橋
口
袈
裟
雄
（
宮
の
下
）

申
川
澄
治
（
本
町
）
鈴
木

宝
蔵
（
本
谷
）
秋
吉
利
（

高
見
橋
）
高
橋
ウ
メ
子
（

奥
野
）
黒
木
万
蔵
（
江
良

）
黒
木
吉
郎
（
庄
手
）
吉

本
次
助
（
清
正
）
川
野
佐

一
（
籾
木
）
古
高
仏
市
（
．
迅
見
）
池
田

常
一
（
石
並
北
）

▽
五
力
年
連
続
前
納
者

中
野
＋
景
市
（
山
下
）

▽
三
力
年
連
続
前
納
者

山
田
栄
作
（
比
良
）
長
友
健
（
上
原
町

）
松
木
金
助
ふ
山
下
）
小
池
公
徳
（
上

原
町
）
荒
木
正
人
（
亀
崎
北
）
木
田
負

（
秋
留
）
森
下
一
也
（
石
並
南
）

▽
保
険
覗
完
納
組
合

南
町
三
組
、
同
四
組
、
同
五
組
、
同
六

組
、
中
町
六
組
、
本
町
一
組
、
同
二
組

同
婦
人
会
、
上
町
｝
区
一
組
、
同
五
組

同
六
組
、
同
七
組
、
上
町
二
区
三
組
、

同
六
組
、
同
八
組
、
中
央
区
一
組
、
同

七
組
、
同
八
組
、
草
場
区
若
草
会
七
組

咽
頭
二
会
五
組
、
西
川
内
妻
一
組
、
同

二
組
、
本
谷
和
田
組
、
肩
山
ケ
迫
組
、

ほ
か
百
二
十
八
組

▽
健
康
家
庭
表
彰

仲
田
正
勝
（
中
町
）
日
吉
善
平
（
上
町

一
）
河
野
月
へ
上
町
二
）
鈴
木
ハ
マ
（

中
央
）
渋
谷
フ
ジ
エ
（
西
川
内
）
三
輪

タ
ネ
子
（
吉
野
川
）
児
玉
道
男
、
笹
野

東
4
四
倉
健
治
（
幸
脇
東
）
富
山
喜
平

（
別
府
北
）
安
藤
光
太
郎
（
石
橋
北
）

ほ
か
百
八
十
二
名
。

人
権
擁
護
委
員
の
し
ご
と

わ
た
く
し
た
ち
が
日
常
生
顔
を
す
る
上

で
、
と
か
く
起
り
が
ち
な
法
律
問
題
に

ゆ
き
な
や
ん
だ
と
き
、
親
身
に
梶
、
5
つ
て

相
談
に
応
じ
、
わ
た
く
し
た
ち
の
人
権

が
不
当
に
お
か
き
れ
た
と
き
法
務
局
と

一
し
ょ
に
な
っ
て
わ
た
く
し
た
ち
を
救

っ
て
く
れ
る
人
、
そ
れ
か
人
権
擁
護
委

員
で
す
。

国
の
権
力
を
用
い
る
公
務
員
が
権
限
を

ら
ん
よ
う
し
て
人
権
が
わ
か
さ
れ
た
と

き
や
、
封
建
的
な
考
え
方
か
ら
起
り
や

す
い
人
身
売
買
、
村
八
分
な
ど
の
問
題

は
、
人
権
擁
護
委
員
に
申
し
で
て
助
け

ーー

O
＝
一
一
一
一
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；
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ニ
；
＝
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三
＝
「
二
三
一
≡
；
一
≡
…
三
「
≡
一
二
一
≡
｝
＝
≡
一
二
＝
≡
≡
；
；
「
　
≡
…
…
一
…
＝
三
　
＝
三
一
＝
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珪
手
滞
納
整
琿
委
員
会

去
る
二
月
、
庄
手
鼻
に
委
員
筆
名
か

ら
な
る
滞
納
整
理
委
員
会
が
誕
生

し
、
い
ま
同
区
の
納
税
成
績
を
ぐ
ん

ぐ
ん
あ
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
滞
納
整
理
委
員
会
は
、
二
月
二

日
に
行
な
わ
れ
た
市
政
懇
談
会
の
席

上
で
、
庄
手
勢
に
約
十
万
円
程
度
の

滞
納
額
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ

の
滞
納
を
一
掃
す
る
た
め
に
、
前
区

長
の
黒
木
兼
蔵
（
5
5
）
さ
ん
が
中
心

と
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
す
。

同
区
内
の
五
班
か
ら
二
名
つ
つ
選
び

出
さ
れ
た
十
名
の
委
員
は
、
各
家
庭

を
訪
問
し
て
納
税
を
す
す
め
る
ほ

か
、
一
時
た
て
か
え
な
ど
も
行
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
五
月
末
で
滞
納
頷
の
五
十

パ
ー
て
ノ
ト
を
螺
消
し
、
い
実
田
圃

ー
セ
ノ
ト
を
め
ぎ
し
て
納
税
運
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

努
力
し
て
い
ま
す
。

　
へ
写
真
は
庄
手
滞
納
整
理
委
員
の

　
皆
さ
ん
）

講や融
究瀞蛍乎戦
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鷺
二
二
＝
ニ
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一
≡
＝
ニ
一
一
＝
＝
≡
二
≡
一
≡
，
ニ
＝
≡
ニ
ニ
≡
三
＝
ニ
「
一
一
≡
一
＝
＝
≡
＝
≡
二
≡
＝
一
≡
＝
≡
≡
≡
≡
；
一
一
三
≡
一
二
＝
＝
ニ
一
二
≡
≡
一
＝
＝
＝
二
≡
…
≡
二
一
三
一
鵡

を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
日
ご
ろ
わ
た
し
た
ち
の
生

活
を
と
り
ま
く
法
律
上
の
い
ざ
こ
ざ
に

つ
い
て
、
法
律
知
識
に
と
ぼ
し
い
た

め
、
無
駄
な
あ
ら
そ
い
を
し
た
り
、
主

張
す
へ
き
権
利
も
行
使
で
き
な
い
人
た

ち
に
法
律
上
の
指
導
や
助
言
も
あ
た
え

て
く
れ
ま
す
。

ま
た
ど
う
し
て
も
裁
判
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
そ
の
費
用
の
な
い
貧
し

い
人
に
は
立
替
え
て
も
ら
え
る
制
度
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
お
世
話
も

し
て
く
れ
る
の
で
す
。

日
向
市
の
人
権
擁
護
委
員
は
次
の
方
で

す
。

美
々
津
　
　
石
本
　
義
明

日
知
屋
　
　
真
弓
　
八
郎

細
島
　
　
三
輪
　
　
香

権
さ
ん
の
便
り
届
く

先
ご
ろ
日
向
市
か
ら
朝
鮮
へ
帰
国
さ
れ

た
権
順
翔
さ
ん
か
ら
、
こ
の
ほ
ど
市
長

宛
に
手
紙
が
ま
い
り
ま
し
た
。

手
紙
の
内
容
は
、
無
事
新
潟
の
日
赤
セ

ノ
タ
ー
に
つ
い
た
こ
と
。
駅
ま
で
見
送

っ
て
頂
い
た
り
、
お
世
話
に
な
っ
た
り

し
た
市
民
の
み
な
さ
ん
へ
の
感
謝
。
帰

国
し
て
も
日
朝
親
善
に
努
力
す
る
こ
と

な
ど
で
し
た
。

’
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正しく疑るこう

　　　人は必ず右はしを

去
る
五
月
十
六
日
か
ら
、
県
民
運
動
の

一
つ
と
し
て
、
　
「
正
し
く
塗
る
く
運

動
」
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
日
向
市
で
も
「
正
し
く
歩
く
運
動
」

　
の
推
進
協
議
会
（
会
長
藤
井
満
義
、

　
副
会
長
近
藤
華
子
ノ
が
生
ま
れ
、
毎

　
週
金
曜
に
街
頭
指
導
な
ど
を
行
な
い

　
こ
の
運
動
を
強
力
に
推
し
す
す
め
る

　
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ん
も
交
通
規
則
（
と
く
に

右
は
し
歩
行
と
正
し
い
横
断
、
自
転
車

の
左
側
一
列
通
行
、
道
路
環
境
の
整
備

を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

日
向
市
を
交
通
事
故
の
な
い
明
る
い
街

に
い
た
し
ま
し
よ
う
。

（
写
真
は
街
頭
指
導
を
す
る
日
向
市
長
ゾ

　
通
行
量
ま
と
ま
る
（
上
町
）

商
工
水
産
課
は
こ
の
ほ
ど
富
高
上
町
商

店
街
の
通
行
量
を
調
べ
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
七
月
か
ら
県
市
共
同
で
行
な
う
商

店
街
企
業
診
断
の
資
料
に
す
る
も
の
で

す
。調

査
ば
十
九
日
に
、
上
町
通
り
の
富
高

薬
局
晶
削
、
竹
島
食
堂
前
、
九
電
営
業
所

前
の
三
か
所
で
行
な
わ
か
ま
し
た
。
謁

査
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま

で
、
小
雨
横
様
だ
つ
た
の
で
、
通
行
量

は
平
日
よ
り
二
割
ぐ
ら
い
少
な
か
っ
た

よ
う
で
し
た
。

【
流
入
・
療
．
店
街
の
方
に
来
た
人
】

7
月
1
5
日
は

▽
歩
行
者
　
四
、
八
〇
五
人
　
一
時
聞

　
平
均
四
〇
〇
人
、
最
も
多
い
時
間
は

　
午
前
九
時
～
十
二
時
の
平
均
四
三
二

　
人

▽
自
転
車
　
四
、
一
一
（
Ψ
台
　
一
時
聞

　
平
均
三
四
三
台
、
最
も
多
い
時
間
は

　
午
後
五
時
～
九
時
の
平
均
四
一
八
台

【
流
出
遥
商
店
街
か
ら
出
る
人
】

▽
歩
行
者
　
四
、
四
一
六
人
　
一
時
間

　
平
均
三
六
八
人
　
昆
．
も
多
い
時
間
は

　
午
後
五
時
～
九
時
で
平
均
四
〇
五
人

▽
自
転
車
　
三
、
八
C
童
名
　
一
時
間

　
平
均
三
一
七
台
　
最
も
多
い
時
間
は

　
竿
後
五
時
～
九
時
で
平
均
四
〇
五
台

【
合
計
1
1
通
っ
た
入
全
部
】

▽
歩
行
者
　
九
、
二
二
一
人
　
一
時
聞

　
平
均
七
六
八
人
　
最
も
多
い
時
間
は

　
午
後
五
時
～
九
時
で
平
均
七
九
六
人

▽
自
転
車
七
、
九
一
九
台
　
一
時
間

　
平
均
六
六
（
L
ム
ロ
　
最
も
多
い
騨
時
間
は

　
午
後
五
時
～
九
時
の
平
均
八
二
三
台

農
業
委
員
選
挙
の
日
で
す

七
月
十
五
日
は
農
業
委
員
の
選
挙
日
で

す
。日

向
市
の
農
業
委
員
は
現
在
二
十
五
名

で
、
そ
の
内
選
挙
さ
れ
る
委
員
は
十
七

名
、
残
り
は
組
合
選
出
が
四
名
、
学
識

経
験
者
が
四
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

選
挙
き
れ
る
委
員
の
定
数
と
一
人
当
り

の
受
け
持
つ
耕
地
面
積
の
割
合
は
、
富

島
地
区
・
“
十
二
名
・
』
百
八
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
　
皿
石
脇
、
　
美
々
鴇
痒
一
期
区
－
レ
山
冠
名
U
－
古
R

三
ヘ
ク
タ
…
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
七

月
十
五
日
の
農
業
委
員
の
選
挙
準
備
を

す
す
め
て
い
ま
す
。

農
業
委
員
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
有
権
者
数
は
八
千
百
五
十
七
名

で
、
こ
れ
は
昨
年
十
二
月
農
家
の
皆
き

・
ん
方
か
ら
農
業
委
員
会
を
通
じ
て
申
請

さ
れ
た
も
の
と
、
農
業
委
員
会
と
選
挙

管
理
委
員
会
と
連
絡
を
と
り
、
名
簿
に

登
録
し
た
数
で
す
、
．

農
業
委
員
の
選
挙
権
の
資
格
は
、
十
ア

ー
ル
以
上
の
耕
作
者
で
、
年
間
六
十
日

以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
で
す
。

農
業
委
員
の
選
挙
人
名
簿
は
補
充
選
挙

人
名
簿
の
調
整
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

現
在
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
る
選
挙
人

名
簿
に
の
っ
て
い
な
い
人
は
選
挙
権
は

あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
農
業
委
員
に
は
名
簿
に
登
録
き

れ
て
い
な
く
て
も
、
七
月
十
五
日
に
年

令
が
満
二
十
才
に
な
り
、
日
向
市
に
住

ん
で
お
り
、
選
挙
権
の
資
格
の
あ
る
人

は
立
候
補
で
き
ま
す
。

七
月
十
五
日
の
投
票
日
は
全
員
こ
ぞ
っ

て
投
票
し
ま
し
よ
う
。
．

か
ら
だ
の
不
自
由
な
方
は

　
　
　
　
　
ご
相
談
く
だ
さ
い

県
と
日
本
赤
十
字
社
県
支
部
共
催
の
身

体
障
害
者
、
戦
傷
病
者
巡
回
審
査
更
生

相
談
を
今
月
の
三
十
B
、
市
役
所
の
講

堂
で
開
き
ま
す
。

か
ら
だ
に
障
害
あ
る
方
で
ま
だ
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
っ
て
わ
ら
れ
な
い
方
、

昭
和
二
十
九
年
以
前
に
手
帳
の
交
付
を

受
け
等
級
改
訂
を
し
て
い
な
い
人
。

更
生
（
育
成
）
医
療
を
受
く
れ
ば
現
在

の
症
状
よ
り
良
く
な
る
と
思
わ
れ
る

人
、
補
装
具
を
つ
け
た
い
と
思
わ
れ
る

人
、
補
装
具
は
つ
け
て
い
る
が
ど
う
も

合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
人
は
相
談
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

県
外
の
病
院
に
か
か
る
と
き
は

前
も
っ
て
ご
相
談
く
だ
さ
い

近
ご
ろ
、
被
保
険
者
で
、
県
外
の
病
院

に
か
か
り
、
後
か
ら
そ
の
費
用
を
請
求

す
る
方
が
ふ
え
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
緊
急
の
時
以
外
支

払
を
し
な
く
て
も
よ
い
の
が
立
て
ま
え

で
す
。

本
市
で
は
で
き
る
だ
け
お
支
払
い
を
ず

る
よ
う
に
は
し
て
い
ま
す
が
、
書
類
の

整
備
が
で
き
な
い
た
め
、
数
ヵ
月
た
つ

て
も
払
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
県
外
の
医
師
に
か
か
る
と
き

は
緊
急
な
場
合
を
除
い
て
、
か
な
ら
ず

市
保
険
課
と
打
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
大
学
附
属
病
院
は
、
ご
く
一
部

を
の
ぞ
き
、
種
別
を
問
わ
ず
社
会
保
険

の
扱
い
を
し
ま
せ
ん
か
ら
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
店
員
さ
ん
の
訓
練
講
習
会

県
三
色
課
と
市
商
工
水
産
課
共
催
の
、

商
店
従
業
員
訓
練
講
習
会
が
、
十
五
日

午
後
一
時
か
ら
市
役
所
の
講
堂
で
行
な

わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
店
員
を
講
習
訓
練
し
、
経
営
の

改
善
を
は
か
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も

の
で
す
。

事
業
主
の
方
は
多
数
従
業
員
を
参
加
さ

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
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　準愚、日南号、走る

　　　　　　　　　別府一通鹿児島聞

6月1日から、日豊蔵置の別府一西鹿児島間を走

る準急ができました。ミ日南号ミといって、現在

あるミひかり号ミと同じ型のジーゼルカーです。

始めて通過する下りミ日南号ミを藤井市長をはじ

め、たくさんの人が富高駅前で出迎えました。こ

のミ日南号ミ→ま、上りが18時13分、下りが10時39

分にそれぞれ富口宣を発車します。駅でも利用を

呼びかけています。

・

ゆ
吃
　
　
・

○
…
…
…
と
じ
て
ご
保
存
下
さ
い
…
…
…
○
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